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平成 19 年 12 月市議会定例会提出案件 
 

提出案件 20 件 

予算案件 10 件 

議案 20 件   条例案件  6 件 

単行案件  4 件 

 

Ⅰ 予算案件 

 １ 平成 19 年度会津若松市一般会計補正予算（第２号） 

 ２ 平成 19 年度会津若松市水道事業会計補正予算（第１号） 

３ 平成 19 年度会津若松市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

 ４ 平成 19 年度会津若松市観光施設事業特別会計補正予算（第２号） 

 ５ 平成 19 年度会津若松市下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

 ６ 平成 19 年度会津若松市地方卸売市場事業特別会計補正予算（第２号） 

 ７ 平成 19 年度会津若松市扇町土地区画整理事業特別会計補正予算（第２号） 

 ８ 平成 19 年度会津若松市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号） 

 ９ 平成 19 年度会津若松市介護保険特別会計補正予算（第２号）  

 10 平成 19 年度会津若松市個別生活排水事業特別会計補正予算（第２号） 
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Ⅱ 条例案件 

１ 会津若松市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

この案件は、地方税法の一部改正に伴い、所要の改正措置を講じようとするもの

です。 

 

⑴ 改正内容 

国民健康保険税の納税義務者が年齢65歳以上であって地方税法施行令で定める

年金給付を受けている場合は、国民健康保険税を特別徴収の方法により徴収する

こととした。 

 

⑵ 施行期日等 

① 平成 20 年４月１日から施行することとした。 

② 必要な経過措置を定めることとした。 

 

 

 

２ 会津若松市公民館条例の一部を改正する条例 

この案件は、会津若松市中央公民館の移転に伴い、所要の改正措置を講じようと

するものです。 

 

 ⑴ 改正内容 

① 会津若松市中央公民館を旧福島県立会津学鳳高等学校へ移転することとした。

② 会津若松市中央公民館の使用料を定めることとした。 

 

⑵ 施行期日等 

① 平成 20 年２月１日から施行することとした。 

② 必要な経過措置を定めることとした。 
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３ 会津若松市視聴覚ライブラリー条例の一部を改正する条例 

この案件は、会津若松市視聴覚ライブラリーの移転に伴い、所要の改正措置を講

じようとするものです。 

 

 ⑴ 改正内容 

会津若松市視聴覚ライブラリーを旧福島県立会津学鳳高等学校へ移転すること

とした。 

      

⑵ 施行期日 

平成 20 年２月１日から施行することとした。 

 

 

４ 会津若松市市営住宅管理条例の一部を改正する条例 

この案件は、市営住宅の入居の資格要件に暴力団員でないことを加えること及び

住吉向団地の一部の廃止に伴い、所要の改正措置を講じようとするものです。 

 

 ⑴ 改正内容 

① 市営住宅に入居しようとする者又は同居しようとする親族が暴力団員である

ときは、市営住宅に入居できないこととした。 

② 市営住宅に同居させようとする者又は入居の承継を希望する者が暴力団員で

あるときは、それらの承認をしないこととした。 

③ 市営住宅の入居者が暴力団員であることが判明したときは、市営住宅の明渡

しの請求をすることができることとした。 

④ 住吉向団地の一部を廃止することとした。 

 

⑵ 施行期日 

公布の日から施行することとした。 
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５ 会津若松市特別市営住宅管理条例の一部を改正する条例 

この案件は、特別市営住宅の入居の資格要件に暴力団員でないことを加えること

に伴い、所要の改正措置を講じようとするものです。 

 

 ⑴ 改正内容 

① 特別市営住宅に入居しようとする者又は同居しようとする親族が暴力団員で

あるときは、特別市営住宅に入居できないこととした。 

② 特別市営住宅に同居させようとする者又は入居の承継を希望する者が暴力団

員であるときは、それらの許可をしないこととした。 

③ 特別市営住宅の入居者が暴力団員であることが判明したときは、特別市営住

宅の明渡しの請求をすることができることとした。 

 

⑵ 施行期日 

公布の日から施行することとした。 

 

 

 

６ 会津若松市改良住宅条例の一部を改正する条例 

この案件は、改良住宅の入居の資格要件に暴力団員でないことを加えることに伴

い、所要の改正措置を講じようとするものです。 

 

 ⑴ 改正内容 

① 改良住宅に入居しようとする者又は同居しようとする親族が暴力団員である

ときは、改良住宅に入居できないこととした。 

② 改良住宅の入居者が同居させようとする者があるときは、市長の許可を受け

ることとした。 

③ 改良住宅の入居の承継を希望する者が暴力団員であるときは、その許可をし

ないこととした。 

④ 改良住宅の入居者が暴力団員であることが判明したときは、改良住宅の明渡

しの請求をすることができることとした。 

 

⑵ 施行期日 

公布の日から施行することとした。 
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Ⅲ 単行案件 

１ 会津若松地方土地開発公社定款の変更について 

この案件は、公有地の拡大の推進に関する法律の一部改正に伴い、所要の措置を

講じようとするものです。 

 

 

２ 福島県市町村総合事務組合規約の変更について 

この案件は、伊達市国見町大枝小学校組合の常勤職員が伊達市職員に採用された

ことに伴い、所要の措置を講じようとするものです。 

 

 

３ 会津若松市鶴城コミュニティセンターの指定管理者の指定について 

この案件は、会津若松市鶴城コミュニティセンターの管理を行う指定管理者を指

定するため、所要の措置を講じようとするものです。 

 

⑴ 指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称 

会津若松市鶴城コミュニティセンター 

 

 ⑵ 指定管理者に指定する団体 

   会津若松市天寧寺町５番 11 号 

   鶴城地区コミュニティづくり協議会 

 

 ⑶ 指定する期間 

 平成 20 年４月１日から平成 24 年３月 31 日まで 
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４ 会津若松市河東農村環境改善センターの指定管理者の指定について 

この案件は、会津若松市河東農村環境改善センターの管理を行う指定管理者を指

定するため、所要の措置を講じようとするものです。 

 

⑴ 指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称 

会津若松市河東農村環境改善センター 

 

 ⑵ 指定管理者に指定する団体 

   会津若松市門田町大字御山字村上 164 番地 

   会津若松市公園緑地協会 

 

 ⑶ 指定する期間 

 平成 20 年４月１日から平成 24 年３月 31 日まで 

 

 



【 歳 入 】

補正前の額 構成比 補正額 計 構成比

1 市 税 16,765,000 39.8 16,765,000 39.9

2 地 方 譲 与 税 616,500 1.5 616,500 1.5

3 利 子 割 交 付 金 43,100 0.1 43,100 0.1

4 配 当 割 交 付 金 24,300 0.1 24,300 0.1

5
株式等譲渡所得割
交 付 金

11,600 0.0 11,600 0.0

6
地 方 消 費 税
交 付 金

1,360,300 3.2 1,360,300 3.2

7
ゴルフ場利用税
交 付 金

18,600 0.0 18,600 0.0

8
特別地方消費税
交 付 金

1 0.0 1 0.0

9
自 動 車 取 得 税
交 付 金

222,100 0.5 222,100 0.5

10 地方特例交付金 99,640 0.2 99,640 0.2

11 地 方 交 付 税 8,374,735 19.9 8,374,735 19.9

12
交 通 安 全 対 策
特 別 交 付 金

34,000 0.1 34,000 0.1

13
分 担 金 及 び
負 担 金

599,348 1.4 599,348 1.4

14
使 用 料 及 び
手 数 料

773,758 1.8 773,758 1.8

15 国 庫 支 出 金 4,562,933 10.8 24,870 4,587,803 10.9

16 県 支 出 金 2,245,220 5.3 20,625 2,265,845 5.4

17 財 産 収 入 106,222 0.3 106,222 0.3

18 寄 附 金 8,973 0.0 8,973 0.0

19 繰 入 金 819,228 1.9 ▲ 101,378 717,850 1.7

20 繰 越 金 1,032,747 2.5 1,032,747 2.5

21 諸 収 入 1,084,680 2.6 1,084,680 2.6

22 市 債 3,298,500 7.8 3,298,500 7.8

42,101,485 100.0 ▲ 55,883 42,045,602 100.0合             計

平成１９年度一般会計補正予算総括表（１２月）
（単位：千円、％）

区 　　　　  分



【 歳 出 】

補正前の額 構成比 補正額 計 構成比

1 議 会 費 403,070 1.0 ▲ 11,325 391,745 0.9

2 総 務 費 5,572,535 13.2 6,966 5,579,501 13.3

3 民 生 費 13,056,590 31.0 59,946 13,116,536 31.2

4 衛 生 費 2,984,800 7.1 2,488 2,987,288 7.1

5 労 働 費 63,086 0.1 ▲ 2,332 60,754 0.1

6 農 林 水 産 業 費 1,153,653 2.7 ▲ 12,275 1,141,378 2.7

7 商 工 費 1,338,853 3.2 5,969 1,344,822 3.2

8 土 木 費 4,728,682 11.2 ▲ 46,998 4,681,684 11.1

9 消 防 費 1,537,357 3.7 1,537,357 3.7

10 教 育 費 4,623,189 11.0 ▲ 58,322 4,564,867 10.9

11 災 害 復 旧 費 589,725 1.4 589,725 1.4

12 公 債 費 5,901,529 14.0 5,901,529 14.0

13 諸 支 出 金 48,416 0.1 48,416 0.1

14 予 備 費 100,000 0.2 100,000 0.2

42,101,485 100.0 ▲ 55,883 42,045,602 100.0

区　　 　　　分

合             計

（単位：千円、％）



金     額

［ 財 務 部 ］

納 税 通 知 書 作 成 封 入 等
業 務 委 託 事 業

（債務負担行為）

[ 市 民 部 ]

鶴城コミュニティセンターの
指 定 管 理 者 の 指 定

（債務負担行為）

[ 健 康 福 祉 部 ]

重度心身障 がい 者医 療費 34,273 申請件数の増加に伴う経費

障がい者自 立支 援給 付費 6,897

地域介護・福祉空間整備等
補 助 金

24,870

保 健 衛 生 対 策 費 5,775 湊町笹山地区の給水施設整備に対する補助金

母 子 保 健 事 業 費 13,224 妊婦健康診査の公費負担の増加に伴う経費

老 人 保 健 事 業 費 1,332 後期高齢者医療制度の周知に要する経費

［ 農 政 部 ］

河東農村環境改善センターの
指 定 管 理 者 の 指 定

（債務負担行為）

［ 教 育 委 員 会 ］

奨 学 資 金 給 与 金 144

学 校 給食調 理・ 洗浄 業務
委 託 事 業

（債務負担行為）

学校給食運搬業務委託事業 （債務負担行為）

第3期介護保険事業計画に基づく介護サービス施設
等の整備に対する補助金

説              明

平成１９年度一般会計補正予算概要（１２月）

（単位：千円）

事      業

奨学資金給与金受給決定者の増加に伴う経費

平成19～20年度、限度額119,716千円

平成19～20年度、限度額5,653千円

平成19～20年度、限度額17,152千円

平成19～23年度、限度額8,294千円

平成19～23年度、限度額29,400千円

昨年度の障がい者自立支援給付費の確定に伴う国
庫・県負担金の返還金



（支出） （単位：千円）

項             目

営 業 費 用 ▲ 24,219 原水及び浄水費 ▲ 943

配水費 ▲ 16,764

給水費 259

業務費 ▲ 8,651

総係費 1,880

計 ▲ 24,219

（支出） （単位：千円）

項             目

建 設 改 良 費 ▲ 147 浄水場改良費 21

配水設備改良費 ▲ 168

計 ▲ 147

（歳入） （単位：千円）

項             目

繰 入 金 15,209 一般会計繰入金

計 15,209

（歳出） （単位：千円）

項             目

総 務 費 15,209 職員人件費 13,113

一般事務費 2,096

計 15,209

（歳出） （単位：千円）

項             目

総 務 費 ▲ 857 職員人件費

予 備 費 857

計 0

説                           明金    額

資本的収入及び支出

金    額 説                           明

○債務負担行為  東山配水区整備事業（19～20年度）、限度額：543,900千円

観 光 施 設 事 業 特 別 会 計

○債務負担行為  史跡若松城跡ライトアップ事業（19～20年度）、限度額：9,000千円

金    額 説                           明

平成１９年度特別会計補正予算概要（１２月）

説                           明

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計

金    額

水 道 事 業 会 計

金    額 説                           明

収益的収入及び支出



（歳入） （単位：千円）

項             目

繰 入 金 ▲ 6,937 一般会計繰入金

計 ▲ 6,937

（歳出） （単位：千円）

項             目

下 水 道 事 業 費 ▲ 6,937 職員人件費 ▲ 6,937

計 ▲ 6,937

（歳入） （単位：千円）

項             目

繰 入 金 ▲ 680 一般会計繰入金

計 ▲ 680

（歳出） （単位：千円）

項             目

地 方卸 売市場事業費 ▲ 680 職員人件費

計 ▲ 680

（歳入） （単位：千円）

項             目

繰 入 金 64 一般会計繰入金

計 64

（歳出） （単位：千円）

項             目

土 地区 画整理事業費 64 職員人件費

計 64

（歳入） （単位：千円）

項             目

繰 入 金 ▲ 29 一般会計繰入金

計 ▲ 29

（歳出） （単位：千円）

項             目

農 業集 落排水事業費 ▲ 29 職員人件費

計 ▲ 29

説                           明

扇 町 土 地 区 画 整 理 事 業 特 別 会 計

説                           明

金    額

金    額

地 方 卸 売 市 場 事 業 特 別 会 計

金    額 説                           明

下 水 道 事 業 特 別 会 計

金    額 説                           明

説                           明

説                           明

金    額 説                           明

農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計

金    額 説                           明

金    額

金    額



（歳入） （単位：千円）

項             目

繰 入 金 4,116 一般会計繰入金

計 4,116

（歳出） （単位：千円）

項             目

総 務 費 4,116 職員人件費

計 4,116

（歳入） （単位：千円）

項             目

繰 入 金 6 一般会計繰入金

計 6

（歳出） （単位：千円）

項             目

個 別生 活排水事業費 6 職員人件費

計 6

個 別 生 活 排 水 事 業 特 別 会 計

説                           明

金    額 説                           明

金    額

説                           明

金    額 説                           明

介 護 保 険 特 別 会 計

金    額


